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SNS等のアカウント乗っ取り被害が多発！

流行の手口

【例１】投票に関するメッセージ
お久しぶりです!
○○○のアンバサダーに立候補しているので、私に投票し
てくれませんか?リンク先で、SNSのアカウント情報を入
力して投票してください。

【例２】決済アプリで送金を求めるメッセージ
○○ちゃん、元気?!
ごめん、明日には返すから、○○Payで２万円貸してくれな
い?送金先のアドレスは× × × × × ×だよ!

被害に遭わないために

●犯人は、あなたの知人などを装い
メッセージを送ってきます。指示通
りにSNSアカウント情報を入力する
と、あなたのアカウントが乗っ取ら
れてしまいます。また、知人だと思
い込み、犯人に送金してしまった被
害も発生しています。
●犯人は、乗っ取ったあなたのアカ
ウントを悪用して、あなたの知人に
お金を送金させたりします。

●IDやパスワードなどの個人情報を
安易に他人に教えたり、怪しいサイ
トに入力してはダメです。
●受け取ったメッセージに不審な点
があれば、電話などで直接相手に確
認してください。
●パスワードは、生年月日などの単
純なものではなく、複数のサービス
で同じものの使い回しは控えましょ
う。

★フォローしているアカウントから、このようなメッセージが届いていませんか?

悪意の第三者


